
社会福祉法人や施設の経営・運営に関することなど、電話・来所（面談）
による相談を行っています。（相談無料）

相談日等

法律関係
弁護士による相談 ： 毎月１回（午後）
※相談日は裏面もしくはホームページにてご確認ください。

会計経理関係 公認会計士による相談 ： 毎月第１水曜日（午後）

労務管理関係 社会保険労務士による相談 ： 毎月第３金曜日（午後）

※弁護士、公認会計士、社会保険労務士による相談《予約制》は、都合により相談日が変更になる
ことがあります。また、専門相談を希望する場合でも、事前に経営相談員がお話を伺い、ご準
備いただく書類などお願いすることもございますので、 予め電話連絡のうえ、ご相談ください。

問い合わせ

埼玉県社会福祉施設経営相談室

TEL 048-825-4811 〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65
彩の国すこやかプラザ１F

令和８年度社会福祉施設

経営相談室

埼玉県内の社会福祉法人・施設の皆さまへ

■専門相談

■相談日（経営相談員が経営全般に関する相談を受け付けています）

開所日   火曜日～金曜日
開所時間  １０時～１２時、１３時～１６時

■相談例

法人運営

労務管理

施設経営

○理事会・評議員会の運営や役員交代等  
の手続きについて

○監査に向けた準備、留意点について

○利用者・職員の処遇や、契約行為など
 法的対応について

○寄付の受け入れに関する留意点について

会計税務

○業務執行における会計処理、仕訳、勘定
 科目等について

○処遇改善等に伴う会計処理について

○就業規則や雇用契約、勤務形態について

○感染症の影響に伴う休暇等の扱いにつ
 いて
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どんな相談ができるの？

社会福祉施設経営相談室では、社会福祉施設や市町村社協の経営・運営課題について、施設運営

に詳しい相談員と弁護士・会計士・社会保険労務士などの専門資格を持つ相談員が対応しています。
何かお困りのことや確認したいことがありましたら、ご相談ください。
こちらでは、複数のお問い合わせがあった相談例についてご紹介いたします。
（埼玉県社協広報誌S・A・I 2021年8月号より抜粋しています。）

Pick up
経営相談！

4月23日（木） 5月28日（木） 6月25日（木）

7月23日（木） 8月27日（木） 9月24日（木）

10月22日（木） 11月26日（木） 12月24日（木）

1月28日（木） 2月25日（木） 3月25日（木）

令和８年度専門相談予定日（法律）

※都合により相談日が変更になることがあります。事前に御連絡のうえ、御相談ください。

問い合わせ

埼玉県社会福祉施設経営相談室

TEL 048-825-4811 〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65
彩の国すこやかプラザ１F
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